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空き家バンク よくあるご質問
Q　登録費用はかかりますか？ 

A　費用はかかりません。

Q　登録は賃貸のみでしょうか？

A　所有者本人の希望により、売買、賃貸のいずれか、あるいは両方で選べます。

Q　両親が所有している空き家を登録できますか？

A 　原則として空き家所有者本人からの申請が必要です。

Q　土地の所有者が空き家の所有者（申請者）と異なる場合、登録できますか？

A　土地所有者の承諾・同意があれば登録できます。

Q　空き家が古く、ボイラーやトイレ、床や畳などの改修工事が必要であり、

　   また、家財道具等の処分も必要で、登録をためらっています。

A　空き家バンクに登録された物件に対しては、改修工事や家財道具等の処分の費用補助制度があります。

　   経費の２分の１、最大１００万円まで補助します。詳しくはしまぐらし応援室にお問い合わせください。

Q　現在、使用しており、今後空き家になる予定ですが、登録できますか？

A　登録できます。

Q　建物が未登記であったり、抵当権が抹消されていない場合は登録できますか？

A　未登記の場合は登録できません。

　   抵当権が設定されている場合は、賃貸のみ登録が可能です。

　   売買の場合は、抵当権の抹消手続きが完了後に登録が可能となります。

Q　不動産業者に取引を依頼している物件でも登録できますか？

A　すでに不動産業者に取引を依頼している物件は登録できません。

Q　空き家の情報はどこまで公開されるのですか？

A　住居の基礎情報や間取り図、物件写真を公開しますが、所有者の個人情報に関する情報（住所、

　   所有者名等）は非公開としています。

Q　田んぼや畑、空き地も売買・賃貸したいのですが、登録できますか？

A　空き家バンクは、建物と敷地、付属施設等の売買・賃貸になります。空き地等は取り扱っていません。

　  また、付属施設等でも農地（田んぼや畑等）については、農地法により農業委員会へ確認が必要となります。

Q　登録後は、対馬市が物件を管理してくれるのですか？

A　対馬市は、あくまで物件情報を公開し利用希望者紹介するだけになります。

　   物件の管理は所有者等が責任をもって行ください。

Ｑ   相続登記していない物件【名義が被相続人（亡くなった人）のまま】または名義人が申請者と異なる

　   場合は登録できますか？

A    賃貸の場合は登録可能です。売買の場合は、名義変更後登録が可能となります。


